
届出事業場ファイルについて 

令和７年度に届出された事業場を、住所順にリスト化して公表しています。また、環

境局資源循環推進部 産業廃棄物対策課 ＰＣＢ処理対策担当（都庁第二本庁舎 19 階 

北側）で、リストに掲載されている事業場の届出書を縦覧できます。 

なお、届出事業場の公表は、ＰＣＢ特別措置法、同法施行規則及び環境省通知（環 

廃産第 160813 号）並びに都ＰＣＢ指導要綱に基づいて行っています。 

〇令和７年４月から９月上旬までに受理した届出について、区部と多摩部・島しょ部に

分類して事業場リストを掲載しています。 

〇それ以降に受理した届出については、別添の追加リストとして掲載しています。 

〇リストの「保管」～「移動」欄は、それぞれ以下の内容を表しています。 

「保管」…前年度末時点で保管中のＰＣＢ廃棄物がある。 

 「使用」…前年度末時点で使用中のＰＣＢ使用製品がある。 

 「処分」…前年度中に処分したＰＣＢ廃棄物がある。 

 「移動」…前年度中に他の事業場に移動したＰＣＢ廃棄物がある。 



 

〇届出事業場ファイルの掲載順番（中核市の八王子市を除く）は、下記のとおりです。 
 

区部届出事業場リスト 多摩部・島しょ部届出事業場リスト

掲載順 名称 掲載順 名称 掲載順 名称 掲載順 名称

1 千代田区 13 渋谷区 1 立川市 18 清瀬市

2 中央区 14 中野区 2 武蔵野市 19 東久留米市

3 港区 15 杉並区 3 三鷹市 20 武蔵村山市

4 新宿区 16 豊島区 4 青梅市 21 多摩市

5 文京区 17 北区 5 府中市 22 稲城市

6 台東区 18 荒川区 6 昭島市 23 羽村市

7 墨田区 19 板橋区 7 調布市 24 あきる野市

8 江東区 20 練馬区 8 町田市 25 西東京市

9 品川区 21 足立区 9 小金井市 26 西多摩郡瑞穂町

10 目黒区 22 葛飾区 10 小平市 27 西多摩郡日の出町

11 大田区 23 江戸川区 11 日野市 28 西多摩郡檜原村

12 世田谷区 12 東村山市 29 西多摩郡奥多摩町

13 国分寺市 30 大島大島町

14 国立市 31 新島村

15 福生市 32 三宅島三宅村

16 狛江市 33 八丈島八丈町

17 東大和市 34 小笠原村


